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第２３期佐世保市農業委員会第３２回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和２年１月２７日（月） １５時３０分から１６時２０分 

 

２ 開催場所  すこやかプラザ ８階講堂 

 

３ 出席農業委員（１８名） 

 

４ 欠席農業委員（１名） 

   １９番   大宅 和子 

 

５ 出席推進委員（１８名） 

 

６ 欠席推進委員 

   無し 

 

７ 農業委員会事務局職員 

事 務 局 局 長  中里 忠義 

委員  １番   有馬 秀志 

委員  ２番     川上 宗康 

委員  ３番   阿波 茂敏 

委員  ４番   長谷川 清美 

委員  ５番   八並 秀敏（会長） 

委員  ６番   浦  清一 

委員  ７番   川口 勇二 

委員  ８番   小川 德衛 

委員  ９番   井手 源一郎 

委員 １０番     辻  茂樹 

委員 １１番   近藤  誠 

委員 １２番   冨川 利光 

委員 １３番   水口 一男 

委員 １４番   田中 広昭 

委員 １５番   西尾 政喜 

委員 １６番   赤木 行秀 

委員 １７番   松永 信義（副会長） 

委員 １８番   内野 正実 

 

針尾地区    原  和文 

江上地区    北村 憲治 

宮地区      坂口  要 

三川内地区    中里 政義 

早岐地区    久野 利幸 

日宇地区    磯本 安男 

佐世保地区    松永 豊吉 

柚木地区    宮﨑  敦 

大野地区    牟田  昇 

皆瀬地区       山口 良行 

中里地区       永田 富士夫 

相浦、九十九地区    伊賀﨑 典正 

吉井地区        近藤  博 

世知原地区       岩佐  孝 

宇久地区        菅  徳雄 

小佐々地区        松田  眞 

江迎地区        小川 憲人 

鹿町地区        山口 英男 
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事 務 局 次 長  溝上 順 

事 務 局 係 長  天羽 孝太郎 

事 務 局 主 査  博多屋 孝昭 

事 務 局 主 査  藤 和弘 

事 務 局 主 査  林 俊成 

事務局主任主事  牟田 雄介 

 

８ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

 

第３２２号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第３２３号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）について 

第３２４号議案  非農地証明願について 

第３２５号議案  非農地通知について 

第３２６号議案  農用地利用集積計画（案）について 

第３２７号議案  農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）について 

第３２８号議案  農用地利用配分計画（案）について 

 

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告４ 農地転用許可不要案件の受理について 

報告５ 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

９ 会議の概要 

 

副 会 長   皆さま、こんにちは。佐世保市農業委員会第３２回総会を開会いたします。一、開会。 

①会長挨拶。 

 

会 長   皆さま、改めまして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い

いたします。 

今日はあいにくの荒れ模様の中のため、宇久の委員さんお二人については会場まで来

られないということで、テレビ会議でのご参加となっております。 

皆さま、最後までご審議のほどをよろしくお願いしまして、開会にあたってのご挨拶

とさせていただきます。 

 

副 会 長   それでは②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。本日は１９番大宅和子
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委員から欠席の届出があっておりますが、出席委員数が過半数を超えておりますので、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項及び佐世保市農業委員会会議規則第６条の規

定により本総会が成立していることをご報告いたします。以上です。 

 

副 会 長   ありがとうございました。それでは、③議事録署名人については、１２番 冨川利光

委員、１３番 水口一男委員、補充として１４番 田中広昭委員にお願いいたします。 

 

議 長   それでは早速、議事に入らせていただきます。 

第３２２号議案農地法第５条第１項の規定による許可申請について事務局の説明をお

願いします。 

 

事 務 局   はい、第３２２号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

します。 

       １番、江上地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、有福町の１筆。

地目は、登記田、現況畑。面積は８７１㎡です。転用目的は車両置場。権利は、賃借権

設定です。施設は、事業用車両置場８台、作業員用駐車場５台です。併用地ありで、敷

地全体面積は１，３００㎡です。耕作者あり。農地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満

の小集団農地の第２種農地に該当します。参考事項としまして、こちらは上有福公民館

から南西に約２００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、整

地のみ行う。砂利を敷き転圧をかけ、隣地への土砂流出を防止。日照通風、建築物はな

いため被害の恐れはない。排水計画、雨水は自然流下。汚水・生活雑排水は生じない。

一般事業計画書添付。駐車場利用計画書添付。土地利用計画平面図添付。預金通帳写し

添付。法人登記簿、定款添付。都市計画法関係は許可不要です。 

 以上１件です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、江上地区。 

 

２ 番   ２番、川上です。１月２４日に北村委員、貸渡人の３人で現地確認を行いました。 

申請地は市道に隣接しておりまして、周辺は貸渡人の所有地となっておりまして、周

囲への支障も無く、特に問題ありません。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

北村委員   江上地区の北村です。現地は前面が市道、後ろが山林の間にある土地でございまし

て、周辺への影響も無いため、問題ないと思います。 

 

議  長   この案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 
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議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３２２号議案については、許可相当として県に進達することと

いたします。 

       次に、第３２３号議案農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）につい

て事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第３２３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請（一時転用）につ

いて、ご説明します。 

１番、宇久地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、宇久町大久保

の２筆のそれぞれ一部。地目は、登記畑、現況畑、原野。面積は２筆合計１０６㎡です。

転用目的は風況観測塔の設置。権利は、賃借権設定、２５ヶ月です。施設は、風況観測

塔１基、１６㎡、支線直下の耕作不可部分として９０㎡です。耕作者はなし。農地区分

は、農振内農用地に該当します。参考事項としまして、こちらは大久保公民館から北西

に約６００ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、現状のまま

利用する。掘削に際しては、同日中に埋め戻しを実施。日照通風、細い鋼材を利用した

トラス型の塔及びワイヤー支線のため、被害の恐れはない。排水計画、雨水は自然流下。

汚水・生活雑排水は生じない。一般事業計画書添付。土地利用計画平面図添付。建物平

面図、立面図添付。残高証明書添付。法人登記簿、定款添付。佐世保市長の意見書添付

予定となっておりますが、こちらは、農用地における一時転用について、佐世保市長に対し

意見照会をしたものの回答になります。意見の内容としましては、「復元計画に基づき、農地へ

復元するのであれば、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼす恐れはないと判断する」

となっています。農地復元計画書の内容としましては、観測塔の撤去及び基礎設置後の畑土

による埋め戻しを行い、耕作者が作付できる状態に戻すとなっています。 

以上１件です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、宇久地区。 

 

１ ５ 番   １５番、西尾です。１月２３日に菅推進委員と現地確認を行いました。 

この土地は宇久には在住していない方の土地ですけれども、宇久に在住の方が管理さ

れており、耕作はされておらず、野草だけを刈り取っている状況でございます。 

今回の風況観測棟の設置につきましては、周りの土地のほとんどはこの所有者の土地

でありますが、一部所有者が違う土地もあります。 

万一風況観測塔が台風等で倒れた場合のことを考えると、周りの方の同意というのも

必要ではないかと見てまいりました。 
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塔を設置することについては、問題ないと思います。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

菅 委 員   宇久地区の菅です。いま西尾委員から説明があったとおりです、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   この案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   事務局から地区担当委員の意見について何かありませんか。 

 

事 務 局   隣接の同意についての意見がありましたけれども、まだ提出はあっておりませんが、

設置期間中の日頃のメンテナンスや倒壊等が発生した場合の対応について、責任を持っ

て対応するということで誓約書が提出される予定ですので、万一のことについては担保

されると思っております。 

 

議  長   ありがとうございます。他に何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３２３号議案については、許可相当として県に進達することと

いたします。 

       次に、第３２４号議案非農地証明願について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   第３２４号議案 非農地証明願について、ご説明いたします。 

１番、宮地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、南風崎町の１筆。地目は、

登記田、現況宅地。面積は、１３２㎡です。 

願出の理由としては、昭和２４年以前より、農業用倉庫の敷地、進入路及び庭先とし

て宅地と一体利用。現在も宅地として利用。 

参考事項としまして、こちらは、宮支所入口バス停より北西へ約４００ｍの位置にあ

り、農振内白地で、事由の②－１に該当します。 

２番、早岐地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、陣の内町の２筆。地目
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は、登記は両方ともに畑、現況は、駐車場と宅地。面積は、１９５㎡と７６㎡です。 

願出の理由としては、昭和２２年６月６日頃より、建設業の事務所及び作業場として

利用開始。その後、一部建て替えや解体が行われるも、一度も農地として復元されてい

ない。現在、一部は宅地、ほかは貸駐車場及び進入路として利用。 

参考事項としまして、こちらは、陣の内交差点南側約６０ｍの位置にあり、市街化区

域で、事由の②－１に該当します。 

３番、大野地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は、原分町の２筆。地目は

両方とも、登記田、現況宅地。面積は、５８㎡と６．５７㎡です。 

願出の理由としては、平成１６年１２月９日付、転用目的住宅１棟使用貸借として農

地法第５条届出受理済み。平成１７年４月１１日住宅を新築。現在も住宅の敷地及び駐

車場として利用。 

参考事項としまして、こちらは、坂の上分道バス停より北東へ約５００ｍの位置にあ

り、市街化区域で、事由の②－３－３に該当します。 

以上３件です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地区担当委員の調査結果をお願いいたします。１番、宮地区。 

 

３  番   ３番、阿波です。１月２３日に坂口委員と私、申請者と共に現地を確認しました。 

住宅の改築に伴って判明したということでございまして、本人さんも農地のままにな

っているとは思ってもみなかったということでした。 

願出の理由に記載のとおり、以前より倉庫敷きになっており、特に問題は無いと見て

まいりました。以上です。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

坂口委員   宮地区の坂口です。阿波委員から説明があったとおり、何ら問題は無いと見てまいり

ました。 

 

議  長   次に、２番早岐地区は私の担当地区ですので調査結果を報告いたします。 

この案件につきましては、１月２２日に久野推進委員と現地を見て参りました。 

農地法施行以前の昭和２２年頃から農地以外の目的で利用されておりまして、現在は

駐車場などに利用されており、農地に戻るような状況ではないことを確認しました。 

市街化区域内でもございますので、特に問題はないと見てまいりました。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

久野委員   早岐地区の久野です。今、会長から説明がありましたとおり、何の問題もないとして

見てきました。以上でございます。 
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議  長   次に、３番大野地区。 

 

９  番   ９番、井手です。１月２１日に牟田委員と願出人の３人で現地を見てまいりました。 

願出の理由のとおりで、農地に戻るような状況ありませんし、特に問題は無いと見て

まいりました。 

 

議  長   次に、地区担当推進委員の意見を求めます。 

 

牟田委員   大野地区の牟田です。井手委員の報告のとおり問題ありません。 

 

議  長   以上の案件について、何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

１ ２ 番   １２番、冨川です。 

市街化区域の土地については委員が現地確認をしていない自治体もあると聞いたこと

がありますが、本市も事務局の現地確認で判断はできないのでしょうか。 

 

事 務 局   農地か否かにつきましては、地区の委員の目で実際に現場を見て判断していただくこ

とが望ましいと考えております。 

今後、事務の簡素化や委員の負担軽減が必要となりましたら検討したいと思いますが、

現場を見て判断することが基本と考えております。 

 

議  長   事務局から説明がありましたが、他に何かご意見等ある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３２４号議案については、非農地として証明書を交付すること 

とします。次に、第３２５号議案非農地通知について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   説明の前に、恐れ入りますが、４ページの三川内地区の１７番から２１番までを削除

願います。 

削除の理由につきましては、事務局においては公図などを元に地番を特定して議案上

程しておりますが、議案発送後に地区担当委員の現地確認や聞き取りにより地番の特定

誤り等が判明したものになります。 

それでは、第３２５号議案非農地通知について説明いたします。 
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今回の非農地通知案件は、合計で１７４筆、面積９２，２７７.００㎡となっていま

す。 

これまでの利用状況調査の結果、Ｂ判定、山林または原野としていたものです。 

本総会で承認していただいた分については、所有者に対し非農地通知書を発出し、併

せて関係機関に非農地リストを提出いたします。以上です。ご審議よろしくお願いいた

します。 

 

議 長   この件について質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委 員   （なし） 

 

議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いし

ます。 

 

農業委員      （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、第３２５号議案について、非農地通知を発出することとします。 

次に、第３２６号議案農用地利用集積計画（案）について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事 務 局   農用地利用集積計画（案）について、ご説明いたします。 

利用権の設定として、江上地区１件、三川内地区１件、柚木地区２件、中里地区４件、

小佐々地区３件、鹿町地区３件の計１４件の集積です。 

氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。以上です。 

なお、小佐々地区の９番は赤木委員、１０番、１１番は松田推進委員の関連となりま

すので、先行して審議をお願いいたします。 

 

議  長    それでは、９番小佐々地区の案件は、赤木委員の案件になりますので、先行して審議

いたします。赤木委員は一時退席をお願いします。 

 

～赤木委員退席～ 

 

議  長   それでは、９番の案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 
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農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、９番の案件につきましては、承認することといたします。赤木委

員につきましては入室し、着席してください。 

 

                  ～赤木委員入室～ 

 

議  長    続いて、１０番、１１番の松田推進委員の案件について先行して審議いたします。松

田推進委員は一時退席をお願いします。 

 

～松田推進委員退席～ 

 

議  長   それでは、１０番、１１番の案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃいま

すか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願 

いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数ですので、１０番、１１番の案件につきましては、承認することといたしま

す。松田推進委員につきましては入室し、着席してください。 

 

                  ～松田推進委員入室～ 

 

議  長   では、９番、１０番、１１番を除く、残りの案件につきまして、何かご意見等ある方

はいらっしゃいますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   それでは、第３２６号議案の農用地利用集積計画がすべて承認されましたので、（案）

を削除してください。 

       続きまして、第３２７号議案農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）に       
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ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第３２７号議案 農用地利用集積計画【農地中間管理事業】（案）についてですが、

議案説明の前に今議案に関連して合意解約がなされておりますので、報告５を先にご報

告いたします。４７ページから４９ページをお開きください。報告５農地法第１８条第

６項の規定による通知について、農地法第１８条に基づく利用権の合意解約について早

岐地区で１４件受理しております。以上ご報告いたします。 

 それでは、農地中間管理事業に係る利用権設定につきましてご説明いたします。江上

地区１件、早岐地区４６件、江迎地区１件、鹿町地区２件で合計５０件の申し出があり

ました。 

氏名並びに権利の内容等は、記載のとおりです。以上、ご審議よろしくお願いいたし

ます。 

なお、早岐地区の４０番は八並会長の関連となりますので、先行して審議をお願いい

たします。 

 

議  長   はい、４０番が私の案件になりますので、私は退席させていただき、先に審議をお願

いします。議事の進行を副議長にお願いします。 

 

                  ～八並委員退席～ 

 

副 議 長   それでは、４０番の案件について、質問はありませんか。 

 

委  員    （なし） 

 

副 議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願

いします。 

 

農業委員    （挙手多数） 

 

副 議 長   ありがとうございました。４０番の案件は承認いたします。八並委員は入室し、着席

してください。 

 

～八並委員着席～ 

 

議  長   はい、それでは４０番を除く他の案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃ

いますか。 

 

委  員   （なし） 
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議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いし

ます。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ありがとうございます。第３２７号議案の農用地利用集積計画【農地中間管理事業】

を承認します。（案）を削除願います。 

次に、第３２８号議案農用地利用配分計画（案）について、事務局より説明をお願し

ます。 

 

事 務 局   第３２８号議案農用地利用配分計画（案）について、ご説明いたします。 

農地中間管理事業に係る農用地利用配分につきまして、江上地区１件、早岐地区３２

件、江迎地区１件、鹿町地区１件で合計３５件計画されています。 

こちらは、佐世保市長より農業委員会に対して、利用配分計画を受ける者が妥当であ

るかの意見照会がなされたもので、第３２７号議案で審議された農用地利用集積計画の

公告が完了した後に、総会での審議結果を農業委員会の意見として農業畜産課へ回答い

たします。 

なお、早岐地区１９番は八並会長の関連となりますので、先行して審議をお願いいた

します。 

 

 

議  長   はい、１９番は私の案件になりますので、私は退席させていただき、先に審議をお願

いします。議事の進行を副議長にお願いします。 

 

                  ～八並委員退席～ 

 

副 議 長   それでは、１９番の案件について、質問はありませんか。 

 

委  員    （なし） 

 

副 議 長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願

いします。 

 

農業委員    （挙手多数） 

 

副 議 長   ありがとうございました。１９番の案件は承認いたします。八並委員は入室し、着席

してください。 

 

～八並委員着席～ 
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議  長   はい、それでは１９番を除く他の案件につきまして、何か質問がある方はいらっしゃ

いますか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   異議・意見がないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いし

ます。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   ありがとうございます。第３２８号議案については承認されましたので、審議結果を

農業委員会の意見として農業畜産課へ回答いたします。 

これで、議案審議が終了しましたので、報告に移ります。 

報告１農地法第３条の３の規定による届出の報告について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   報告１農地法第３条の３の規定による届出の報告について、ご説明いたします。 

早岐地区１件、江迎地区１件の計２件相続の届出を受理しております。以上報告いた

します。 

 

議  長   報告２農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   報告２農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、ご説明いたします。 

       令和２年１月６日付局長専決事項として、佐世保地区１件を受理しております。 

 以上、ご報告いたします。 

 

議  長   報告３農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   報告３農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告につ

いて、ご説明いたします。 

令和元年１２月１９日、２４日、２６日及び令和２年１月６日、１０日日付局長専決

事項として、早岐地区２件、日宇地区１件、佐世保地区２件、大野地区２件、中里地区

１件、相浦・九十九地区１件の計９件受理しております。 

以上、ご報告いたします。 
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議  長   報告４農地転用許可不要案件の受理について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   報告４農地転用許可不要案件の受理について、ご説明します。 

      農業用倉庫等の農地転用許可不要案件として、三川内地区１件、電気通信事業にかか

る案件として江迎地区１件、電気事業にかかる案件として江迎地区４件を受理しており

ます。以上、報告いたします。 

 

議  長   ありがとうございます。報告５農地法第１８条第６項の規定による通知については、

先ほど説明がありました。 

以上で報告案件が終わりましたので、その他に移ります。 

事務局、お願いします。 

 

事 務 局  【農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について】 

 

議 長   以上で本日の総会を終了したいと思います、副会長からご挨拶をお願いします。 

 

副 会 長   本日は、長時間にわたり慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。これを

もちまして、第３２回総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


